
福岡こども園の利用定員の設定について 

 

１ 趣旨 

 令和８年４月より、下野保育園、福岡保育園及び高山保育園は統合し「福岡こども

園」とすることとし、園舎は福岡保育園の園舎を利用することとします。 

 つきましては、福岡こども園の利用定員を定めるに当たり、子ども・子育て支援法

第３１条第２項の規定により本会議の意見を聴取するものです。 

 

２ 施設の概要 

  施設の区分 幼保連携型こども園 

施設名称  中津川市立福岡こども園 

  所在地   中津川市福岡６９８番地１ 

 

３ 定員 

（旧）    （新）  

園名 定員 
園児数 

（R7.4.1） 
園名 定員 

下野保育園 ５５人 ２４人 

⇒ 

福岡こども園 １３０人 

福岡保育園 １１５人 ５４人 

高山保育園 ５０人 １８人 

合計  ９６人    

資料１ 


